
障がい者雇用企業連携推進事業

令和7年度徳島県委託事業



徳島県経営者協会事業内容
本県で唯一県内一円を所管する経済産業会を代表する団体として、常に新しい課題を先取りして
地域社会に貢献します



障がい者雇用企業連携推進事業
［徳島県生活環境部］

多様な人材が活躍できる徳島の実現！

担当：労働雇用政策課

企業相談コーディネーターが、障がい者雇用に取り組む企業を訪問し、障がい者雇用に関する悩み事や相談を、的確に
支援機関へつなげることで、採用への不安を解消するとともに、障がい者の職場定着を支援する。事業概要

■民間企業における障がい者
の雇用状況

定着の不安

事業概要現状と課題

○障がい別にみた職場定着率（就職１年後）

・身体障がい・・・・・ 60.8％
・知的障がい・・・・・ 68.0％
・精神障がい・・・・・ 49.3％
・発達障がい・・・・・ 71.5％

（出典：障害者の就業状況等に関する調査研究平成29年4月）

・徳島県の
障がい者雇用率(民間)

2.42％ (令和６年)

・徳島県の

法定雇用率達成企業の
割合 57.6％(令和６年)

効果・目標 全国トップクラスの障がい者雇用を達成

○障がい別平均勤続年数
・身体障がい・・・・・12年2月
・知的障がい・・・・・ 9年1月
・精神障がい・・・・・ 5年3月
・発達障がい・・・・・ 5年1月

（出典：厚生労働省 令和5年度障害者雇用実態調査）

○法定雇用率引上げ 2.5％→2.7％（R8.7.1から） 障がい者の雇用継続支援の推進
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障がい者雇用企業連携推進事業の概要

障がい者雇用に取り組む事業所の、障がい者雇用に関する悩み事や相談に、寄り添いながら支援していくこ
とにより、事業所の障がい者雇用への不安を解消するとともに障がい者の職場定着を支援し、更なる障がい
者雇用の促進を目指す。

目
的

・事業所を訪問し相談を受ける。障がい者雇用の取組手順の説明、
雇用事例の紹介等を実施

事業所訪問、障がい者雇用支援

内

容

・障がい者雇用先進企業、経験の浅い企業、関係支援機関
の少人数で情報交換を開催し、障がい者雇用につなげる

・就労移行支援事業所等や経済団体職員向け説明会を開催
企業間情報交換会、説明会の開催

・障がい者未雇用事業所等を対象に、先進企業、特別支援学校
等の見学会を実施し、障がい者雇用への理解促進を図る

特別支援学校、先進企業等の見学会の実施

・県・ハローワーク等が開催する「ゆめチャレンジフェスティバル」
「ミニ面接会」「アビリンピック」等の広報・参加促進を図る

各種イベントの広報・参加促進

・とくしま障がい者雇用促進県民会議等で事業実施概要を報告
県主催会議で事例報告



支援学校等の
見学会

事業所間での情報交換会事業所訪問

徳島県経営者協会
障がい者雇用企業連携推進事業

先進企業・支援学校等の見学会を開催します
求職者(就労移行支援事業所含む)
や特別支援学校生徒への職場実習
の支援で一般就労に繋げていきます

事業所の人事担当者
から直接、障がい者雇
用へのアドバイスを聞く
機会を提供します

職場実習を
支援

事業所訪問し、障がい者雇用
に関する相談を受け支援機関
との連携を図ります
雇用率の引上げ、除外率の
引下げ等の改正内容も周知

徳島県経営者協会 障がい者雇用企業連携推進事業 ☎088-625-7701







支援学校等の
見学会

事業所間での情報交換会事業所訪問

徳島県経営者協会
障がい者雇用企業連携推進事業

先進企業・支援学校等の見学会を開催します
求職者(就労移行支援事業所含む)
や特別支援学校生徒への職場実習
の支援で一般就労に繋げていきます

事業所の人事担当者
から直接、障がい者雇
用へのアドバイスを聞く
機会を提供します

職場実習を
支援

事業所訪問し、障がい者雇用
に関する相談を受け支援機関
との連携を図ります
雇用率の引上げ、除外率の
引下げ等の改正内容も周知

徳島県経営者協会 障がい者雇用企業連携推進事業 ☎088-625-7701



ご清聴ありがとうございました。

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、

誰もが職業を通じた社会参加のできる

「共生社会」実現の理念の下、

今後なお一層の一般就労への

ご支援、ご協力を

よろしくお願申し上げます。


